
（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

【全体事業概要】
  農業用用水路工
   管水路 L=11,275m

H18 5,339 52.6%

～ 5,069 50.7%

H32 270 37.4%

【課題】
水路の老朽化により、現

在、水路の維持管理補修
や水管理に農家は苦慮し
ており、早期の事業完成を
行う必要があります。

【解決方針】
当該事業は国庫補助事

業で実施しており、十分な
予算措置がなされるよう国
に要望しながら必要な予
算の確保に努め、計画的
かつ効率的に事業を実施
し早期完成に努めます。【事業目的】

本地区の施設は、昭和32年度
に着工された国営宮川用水土
地改良事業の下流幹線水路と
して、伊勢市の農地611.4haを
灌漑する県営事業により整備さ
れた総延長約15.7kmの農業用
水路です。建設から約40年近く
がたち、施設の老朽化により、
漏水などが発生し、維持管理に
多大な時間と費用を要していま
した。このため、国営造成施設
（国営宮川用水第二期事業）と
一体的に改修することとし、パイ
プライン化による国営施設と連
動した水管理システムを採用
し、安定した農業用水供給と維
持管理の省力化を図るため、平
成18年度に事業に着手しまし
た。

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

【整備済み内容】
農業用用水路工

管水路 L=5,796m

【社会経済情勢の変化】
高齢化や人口減少の進

行、ＴＰＰなどの世界の食
料需給をめぐる環境変化
や消費者ニーズの変化な
どに対応するため、国は
平成２７年３月に新たな
「食料・農業・農村基本計
画」を策定するとともに、
平成２８年８月には新たな
「土地改良長期計画」を策
定しました。その中で「豊
かで競争力ある農業」を政
策課題の１つとし、「高収
益作物への転換による所
得の増加」、「担い手の米
の生産コストの大幅削減」
を達成すべき重点目標と
しています。

三重県では、平成２８年
度から４年間を目標とする
「みえ県民力ビジョン第二
次行動計画」を策定し、持
続性の高い「もうかる農
業」を実現するため、「三
重県農業農村整備計画」
に基づき、農業者が農業
を継続できる生産基盤の
整備を計画的に進めるこ
ととしています。

【費用対効果分析】
B / C ＝ １．０２

【営農事業効果を取りまく
情勢の変化】

三重県において、農業就
業人口は平成17年から10
年で約40％と急激に減少
しており、また農業就業人
口の年齢別構成割合は、
60歳以上の農業就業人口
が86.5％を占め、農業に
携わる方々の高齢化が進
んでいます。また一方で、
5ha以上の耕作を行う農業
経営体数は増加しており、
特に10ha以上の農業経営
体数は平成17年から10年
で約2倍と農地の集約化
が進んでます。これらを受
けて、農業就業人口の減
少や高齢化、農地の集約
化に対応するため、維持
管理や水管理の省力化が
ますます必要となっていま
す。

引き続き事業の
進捗を図り平成32
年度の完成を目
指します。

事業継続の妥当性
が認められたことか
ら事業継続を承認
する。
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（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
見通し

委員会
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応
方
針
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事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）
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等の動向

H20 3,800 1%

～ 3,140 1%

【事業目的】
現道交通の分散化を図り円滑

な交通を確保するとともに、観
光地及び物流拠点へのアクセ
ス強化を図ります。

H33 660 0%

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

菰野町内における国道
477号の平成27年度の交
通量は平成22年度から約
15%増加。

また、平成33年には「三
重とこわか国体」の開催が
予定され、菰野町や四日
市市内では複数の会場が
予定地に選定されており、
菰野バイパスや四日市イ
ンターアクセス道路を利用
することで関係者の円滑
な移動が可能となります。
このように菰野バイパスを
取り巻く社会情勢は変化
しており、その必要性はさ
らに高まっています。

【費用対分析効果】
B/C=2.6

【コスト縮減】
耐候性鋼材の使用や防

草対策工により、維持管
理費抑制に努めるととも
に、他工事で発生する建
設発生土の使用を検討
し、コストの縮減を図りま
す。

【代替案】
現計画ルートは、最も経

済的な最適ルートです。

平成33年度の全
線開通に向け事
業を推進します。

事業継続の妥当
性が十分に認め
られることから事
業継続を了承す
る。

継
続

・現道交通の分散化を
図り、円滑な交通を確保
するとともに、緊急輸送
道路としての機能強化
や高規格幹線道路への
アクセス強化を図るもの
であることから、確実な
整備の推進が必要で
す。

・地域の課題や道路整
備のストック効果を国へ
的確に伝え、計画的な
事業執行が図れるよう
努めていきます。

・市町や関係機関との連
携を図り、円滑な事業執
行による事業期間の短
縮 や、コスト縮減を図
ることにより、事業の早
期完成に努めます。
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【全体事業概要】
延長 L=2.0km
幅員 W=11.25m

主要構造物
橋梁 1橋

【実施済事業内容】
未整備

【残事業内容】
延長 L=2.0km

主要構造物
橋梁 1橋



（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率
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平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）
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H24 8,500 6%

～ 8,180 4%

【事業目的】
現道部に想定される津波浸水

区域の回避により緊急輸送道
路機能を確保し、狭隘区間の回
避により幹線道路機能の強化
及び交通安全性の向上を図り
ます。また伊勢志摩地域の連絡
強化により救急救援活動の円
滑な実施に寄与するとともに、
ポストサミット効果を生かす地域
観光産業を支援します。

H33 320 48%

継
続

・幅員狭小や線形不良
の区間を解消し、安全で
円滑な交通の確保を図
るとともに、緊急輸送道
路としての機能強化を
図るものであることか
ら、確実な整備の推進
が必要です。

・地域の課題や道路整
備のストック効果を国へ
的確に伝え、計画的な
事業執行が図れるよう
努めていきます。

・市町や関係機関との連
携を図り、円滑な事業執
行による事業期間の短
縮 や、コスト縮減を図
ることにより、事業の早
期完成に努めます。

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

【全体事業概要】
延長 L=2,500m
幅員 W=6.5(8.0)m

主要構造物
トンネル 1本
橋梁 1橋

【実施済事業内容】
未整備
用地買収実施中

【残事業内容】
延長 L=2,500m

主要構造物
トンネル 1本
橋梁 1橋

国道167号の津波浸水想
定や線形不良、伊勢磯部
線の事故多発、雨量規制
区間などの問題解決のた
め、当事業の必要性に変
化はありません。平成25
年9月に伊勢志摩連絡道
路の一部として「第二伊勢
道路」が開通しました。こ
のことにより国道167号を
介し伊勢二見鳥羽ライン
を経由して伊勢自動車道
と繋がる広域的な道路
ネットワークが拡大され、
残る区間にあたる磯部バ
イパスの重要度は高まっ
ています。

【費用対分析効果】
B/C=1.3

【コスト縮減】
トンネルLED照明や防草

対策工などにより、維持管
理費抑制に努めるととも
に、別の道路で余剰となっ
た道路設備の流用を検討
するなど、コスト縮減に努
めていきます。

【代替案】
現道拡幅は多くの家屋

が支障となることから、バ
イパス案が最適と考えて
おり、また、平成29年度に
用地買収が完了する予定
であることから、代替案は
ありません。

平成33年度の供
用に向けて事業
を推進します。

事業継続の妥当
性が認められたこ
とから事業継続を
了承する。
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（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
見通し

委員会
意見概要

対
応
方
針

事業方針概要
事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

再
評
価
の
理
由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る
社会経済情勢

等の動向

H4 6,500 92%

～ 5,610 91%

【事業目的】
幅員狭小や線形不良の区間

を解消し、安全で円滑な交通の
確保を図るとともに、緊急輸送
道路としての機能強化を図りま
す。 H33 890 96%

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

当該路線は、南伊勢町の
行政機能を分担する南勢
庁舎と南島庁舎を結ぶ唯
一の幹線道路であり、緊
急輸送道路の指定を受け
ています。このことから、
当該事業の必要性に変化
はありません。

【費用対分析効果】
B/C=1.2

【コスト縮減】
トンネル照明は、最新の

照明器具を導入し、維持
コストの縮減を図ります。

【代替案】
事業の進捗状況や周辺

の地形・土地利用状況か
ら、代替案はありません。

平成33年度の全
線供用に向けて
事業を推進しま
す。

事業継続の妥当
性が認められたこ
とから事業継続を
了承する。

継
続

・幅員狭小や線形不良
の区間を解消し、安全で
円滑な交通の確保を図
るとともに、緊急輸送道
路としての機能強化を
図るものであることか
ら、確実な整備の推進
が必要です。

・地域の課題や道路整
備のストック効果を国へ
的確に伝え、計画的な
事業執行が図れるよう
努めていきます。

・市町や関係機関との連
携を図り、円滑な事業執
行による事業期間の短
縮 や、コスト縮減を図
ることにより、事業の早
期完成に努めます。
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【全体事業概要】
延長 L=3,470m
幅員 W=6.0(11.0)m

主要構造物
トンネル 2本

【実施済事業内容】
供用済延長 L=1,100m

主要構造物
トンネル 1本

【残事業内容】
延長 L=2,370m

主要構造物
トンネル 1本



（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
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委員会
意見概要

対
応
方
針

事業方針概要
事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事

業

名

番
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所

名

市

町

名

再
評
価
の
理
由

全体事業概要と目的
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事業を巡る
社会経済情勢

等の動向

H19 1,934 50%

～ 1,714 45%

【事業目的】
当事業区間のすれ違い困難

箇所を解消するとともに道路の
視距を改善することで、安全で
円滑な交通を確保し、幹線道路
としての機能向上を図るととも
に、緊急輸送道路ネットワーク
を強化します。

H33 220 88%

継
続

・幅員狭小や線形不良
の区間を解消し、安全で
円滑な交通の確保を図
るとともに、緊急輸送道
路としての機能強化を
図るものであることか
ら、確実な整備の推進
が必要です。

・地域の課題や道路整
備のストック効果を国へ
的確に伝え、計画的な
事業執行が図れるよう
努めていきます。

・市町や関係機関との連
携を図り、円滑な事業執
行による事業期間の短
縮 や、コスト縮減を図
ることにより、事業の早
期完成に努めます。

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

【全体事業概要】
延長 L=2,000m
幅員 W=6.0(9.75)m

主要構造物
橋梁 3橋

【実施済事業内容】
供用済延長 L=760m

【残事業内容】
延長 L=1,240m

主要構造物
橋梁 3橋

国道368号は平成８年か
ら第２次緊急輸送道路に
指定されており、当事業の
必要性に変化はありませ
ん。平成24年度には伊賀
市において全国からの応
援部隊・救援物資等の受
入窓口としての役割を担う
三重県広域防災拠点（伊
賀拠点）が整備されたこと
から、国道368号は伊賀拠
点から県内の各拠点への
物資輸送等を担う道路と
して重要度は高まってい
ます。

【費用対分析効果】
B/C=1.4

【コスト縮減】
２号橋から３号橋の区間

で、盛土材として他工事で
発生した土を使用すること
で、工事費用として 855万
円のコスト縮減を図ってい
ます。

【代替案】
全事業区間において用

地はおおよそ確保済みと
なっており、現在までの用
地取得の状況と工事進捗
状況から代替ルートはな
いと考えており、代替案は
ありません。

平成34年度の全
線供用に向けて
事業を推進しま
す。

事業継続の妥当
性が認められたこ
とから事業継続を
了承する。
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（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
見通し

委員会
意見概要

対
応
方
針

事業方針概要
事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

再
評
価
の
理
由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る
社会経済情勢

等の動向

【全体事業概要】
堤防工

耐震補強（堤内）L=1,164ｍ
耐震補強（堤外）L=1,398ｍ
波返工 L=1,398ｍ

H19 4,319 84.3%

～ 4,319 84.3%

H29 － －

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

【費用対効果分析】
Ｂ／Ｃ ＝ ９．６

【コスト縮減】
当該事業は、基本的には鋼材

の矢板を機械で打ち込む工事
であるためコスト縮減の余地は
あまりございませんが、少しでも
コスト縮減を図るために地盤の
状況に応じて工区分けを行い、
適切な矢板形式及び矢板長を
選定し、不要な鋼材を減らすこ
とができ、コスト縮減を図りまし
た。

【代替案】
地震による液状化に対応でき

る工法が必要であり、他の工法
として考えられる深層混合処理
工法を比較しましたが、施工性
や経済性だけでなく、周辺土壌
や河川、地下水への影響を考
えても、現在の工法である鋼材
工法が優位と考えられますの
で、残事業についても鋼材工法
で実施することを考えておりま
す。

引き続き事業の
進捗を図り平成29
年度の完成を目
指します。

事業継続の妥当
性が認められたこ
とから事業継続を
了承する。なお、
７番については、
事業期間が長期
にわたることから
事業期間の短縮
を図り事業の早期
完了に努められ
たい。

継
続

【課題】
平成２９年度の完成目
標を少しでも早くできる
よう事業を推進する必要
があります。

【解決方針】
今後、この事業量に見
合う予算確保に努め、
早期完成を目指し、事
業進捗を図っていきま
す。

【事業目的】
当地区は、伊勢湾に面し、木曽川・

揖斐川に挟まれた海抜ゼロメートル地
帯で内閣府が指定した、南海トラフ地
震防災対策推進地域です。

また、地質調査の結果、地震により
液状化の危険性が高い地盤であるこ
とがわかりました。

このことから地震で堤防が崩壊・沈
下した場合、その後の津波・高波浪・
高潮により背後のナガシマリゾートや
住宅等に甚大な浸水被害が想定され
るため、本事業は「地震による堤防の
崩壊・沈下を防ぎ、その後の津波・高
波浪・高潮から背後の生命・財産を守
る。」ことを目的としています。

海
岸
高
潮
対
策
事
業

6

長
島
地
区
海
岸

桑
名
市

②

【整備済み内容】
堤防工

耐震補強（堤内）
L=684ｍ

耐震補強（堤外）
L=1,398ｍ

波返工  L=938ｍ

堤防背後の商業施設の入込
客数は近年増加傾向で、長島
地区の世帯数及び事業所数も
増加傾向です。

また、平成26年度は、桑名市
全域で大規模な避難訓練が実
施されるなど、地域住民の防災
意識は向上しています。

背後地の地域開発の状況は
1964年にナガシマリゾート、
1976年に長島スポーツランド、
1998年に「なばなの里」の営業
が開始され、2002年には伊勢湾
岸自動車道の長島ICが供用開
始、ジャズドリーム長島も開業
するなど沿岸部の地域開発が
進みました。また、1962年以降、
宅地開発も進んでいます。



（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
見通し

委員会
意見概要

対
応
方
針

事業方針概要
事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

再
評
価
の
理
由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る
社会経済情勢

等の動向

【全体事業概要】
中ノ島地区

護岸補強 L=1,180ｍ
呼崎名倉地区

堤防補強・改良 L=1,030ｍ
離岸堤 L=300ｍ（3基）

西長島地区
堤防補強 L=743ｍ
陸閘改良 N=2基

H2 3,990 79.5%

～ 3,990 79.5%

H36 － －

【課題】
７番の長島港海岸高潮
対策事業については、
平成２年度から着手し、
すでに２６年経過し、長
期の事業となっていま
す。平成３６年度の完成
目標を少しでも早くでき
るよう事業を推進する必
要があります。

【解決方針】
当事業はこれまでイセエ
ビ漁への影響が少ない
５月から１０月に工事期
間が限られていました
が、地元からの強い要
望もあり、漁業関係者と
調整を図ってきた結果、
通年での工事にようやく
ご理解をいただきまし
た。
これにより年間の工事
可能延長を約１．５倍に
伸ばすことができますの
で、今後、この事業量に
見合う予算確保に努
め、早期完成を目指し、
事業進捗を図っていきま
す。

【事業目的】
当海岸の既設護岸は、現地調

査の結果、老朽化による損傷が
著しいことから、高潮や高波浪
等により護岸が破堤し、背後の
人家密集地域が浸水により被
害を受ける恐れがあります。

そこで、当事業の目的は老朽
化対策を行うことで、高波浪や
高潮等による護岸の破堤を防
ぎ、浸水を未然に防ぐことで、背
後地の生命・財産を守ることで
す。

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

【整備済み内容】
中ノ島地区

護岸補強 L=693ｍ
呼崎名倉地区

堤防補強・改良
L=1,030ｍ

離岸堤
L=300ｍ（3基）

西長島地区
堤防補強 L=743ｍ
陸閘改良 N=2基

防護区域は、依然として人家
が密集しており、防護の必要性
に変化はありません。

また、南海トラフ巨大地震の発
生が危惧され、津波による甚大
な被害が想定されるなか、平成
２７年８月には、紀北町全域で
津波から避難する防災訓練が
実施されるなど、防災意識は高
まっております。

【費用対効果分析】
中ノ島地区     B/C=21.0
呼崎名倉地区 B/C=18.8
西長島地区    B/C=24.3
全体      B/C=20.1

【コスト縮減】
中ノ島地区において、一部の

工事を海上工事から陸上工事
に変更することで約２千５百万
円のコスト縮減が図られました。

【代替案】
中ノ島地区においては、地形

条件、背後地条件等から、前出
し護岸案が、もっとも経済的な
工法であることから、代替案は
考えられず、複数の前出し工法
から選定された現計画で進める
ことが妥当であると判断してい
ます。

引き続き事業の進
捗を図り平成36年度
の完成を目指します。

事業継続の妥当
性が認められたこ
とから事業継続を
了承する。なお、
７番については、
事業期間が長期
にわたることから
事業期間の短縮
を図り事業の早期
完了に努められ
たい。

継
続

海
岸
高
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事
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（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
見通し

委員会
意見概要

対
応
方
針

事業方針概要
事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

再
評
価
の
理
由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る
社会経済情勢

等の動向

S62

299,012
(流域下水
道：
114,011)
(流域関連
公共下水道：
185,000)

62%
(流域：59%)
(流関：63%)

～

277,200
(流域下水
道：
105,524)
(流域関連
公共下水道：
171,676)

61%
(流域：57%)
(流関：63%)

【事業目的】
伊勢湾をはじめとする公共用

水域の水質保全と汚水排除に
よる生活環境の改善に資するも
のである。

H65

21,812
(流域下水
道：
8,487)
(流域関連公
共下水道：
13,324)

71%
(流域：76%)
(流関：68%)

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

【全体計画】
近年の社会経済情勢や

周辺環境の変化等にあわ
せ、平成28年度に全体計
画の見直しを行っている。

【費用対効果分析】
B／C＝1.8

【コスト縮減】
計画の策定及び工事の

実施にあたっては以下の
ようなコスト縮減の取り組
みを行ってきた。今後も
「三重県公共事業コスト構
造改善に関する第4次行
動計画」に基づき、更なる
コスト縮減に努めたい。

Ⅰ工事コストの改善
Ⅱ時間的コストの改善
Ⅲライフサイクルコストの
改善
ⅳ社会的コストの改善
Ⅴ長期的コストの改善

【代替案の検討】
下水道に代わる汚水処

理の整備手法には、農業
集落排水施設、漁業集落
排水施設、コミュニティ・プ
ラント、浄化槽がある。

経済比較を行った上で、
地域の地形条件、市街地
の形成状況、社会情勢等
を考慮した結果、下水道
による整備が最適である。

関連市の下水
道整備による処
理場への流入水
量の増加にあわ
せて段階的に処
理施設の増設を
行う。

事業継続の妥当性
が認められたことか
ら事業継続を了承
する。

継
続

【課題】
三重県の下水道の整備状
況は、全国と比べて低い
水準であるため、様々な社
会情勢の変化に対応しな
がら、より一層整備を進め
る必要があります。

【解決方針】
関連公共下水道の進捗に
合わせ処理場の増設工事
を推進します。

下
水
道
事
業
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③

【全体事業概要】
計画区域面積：6,854.0 ha
（四日市市749.0ha、鈴鹿市
4,429.0ha、亀山市1,676.0ha）
計画処理人口：228,621人
（四日市市20,107人、鈴鹿市
168,000人、亀山市40,514人）
流域幹線延長：39.4ｋｍ
計画汚水量：135,997ｍ3/日最
大
終末処理場 ：1箇所

【整備済み】
（流域下水道）
処理能力：64,600ｍ3/
日
幹線管渠延長：39.4km
（流域関連公共下水
道）
計画区域：3,186ha

【残計画】
（流域下水道）
処理能力：71,400ｍ3/
日
幹線管渠延長：0km
（流域関連公共下水
道）
計画区域：3,668ha



（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
見通し

委員会
意見概要

対
応
方
針

事業方針概要
事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

再
評
価
の
理
由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る
社会経済情勢

等の動向

H9

144,850
(流域下水
道：
62,690)
(流域関連公
共下水道：
82,160)

32%
(流域：53%)
(流関：16%)

～

131,996
(流域下水
道：
61,158)
(流域関連公
共下水道：
70,838)

33%
(流域：52%)
(流関：17%)

【事業目的】
伊勢湾をはじめとする公共用

水域の水質保全と汚水排除に
よる生活環境の改善に資するも
のである。

H59

12,854
(流域下水道
1,532)
(流域関連公
共下水道
11,322)

26%
(流域：99%)
(流関：16%)

継
続

【課題】
三重県の下水道の整備状
況は、全国と比べて低い
水準であるため、様々な社
会情勢の変化に対応しな
がら、より一層整備を進め
る必要があります。

【解決方針】
早期供用に向けて、志登
茂川浄化センター建設工
事を推進します。

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

【全体事業概要】
計画区域面積：2,570.0ha
（津市2570.0ha）
計画処理人口：82,810人
（津市82,810人）
流域幹線延長：27.8ｋｍ
計画汚水量：49,883ｍ3/日最大
終末処理場 ：1箇所

【整備済み】
（流域下水道）
処理能力：0ｍ3/日
幹線管渠延長：25.1km
（流域関連公共下水
道）
計画区域：392ha

【残計画】
（流域下水道）
処理能力：49,900ｍ3/
日
幹線管渠延長：2.7km
（流域関連公共下水
道）
計画区域：2178ha

【全体計画】
近年の社会経済情勢や

周辺環境の変化等にあわ
せ、平成27年度に全体計
画の見直しを行っている。

【費用対効果分析】
B／C＝1.5

【コスト縮減】
計画の策定及び工事の

実施にあたっては以下の
ようなコスト縮減の取り組
みを行ってきた。今後も
「三重県公共事業コスト構
造改善に関する第4次行
動計画」に基づき、更なる
コスト縮減に努めたい。

Ⅰ工事コストの改善
Ⅱ時間的コストの改善
Ⅲライフサイクルコストの
改善
ⅳ社会的コストの改善
Ⅴ長期的コストの改善

【代替案の検討】
下水道に代わる汚水処

理の整備手法には、農業
集落排水施設、漁業集落
排水施設、コミュニティ・プ
ラント、浄化槽がある。

経済比較を行った上で、
地域の地形条件、市街地
の形成状況、社会情勢等
を考慮した結果、下水道
による整備が最適である。

関連市の下水
道整備の進捗に
あわせて幹線管
渠の整備を行うと
ともに、処理場へ
の流入水量の増
加にあわせて段
階的に処理施設
の増設を行う。

事業継続の妥当性
が認められたことか
ら事業継続を了承
する。

下
水
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事
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（添付ファイル 第8号様式）

（単位：百万円）

採択年 総事業費 進捗率

～ 工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

今後の事業の
見通し

委員会
意見概要

対
応
方
針

事業方針概要
事業進捗内容

平成２８年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

再
評
価
の
理
由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る
社会経済情勢

等の動向

H14 10,100 96.0%

～ 5,910 94.0%

【事業目的】
当該事業は、鉄道交差の立体

化により踏切を解消し、安全で
円滑な交通の確保を図るととも
に、歩行空間の整備を行い、歩
行者自転車の安全の確保を図
ります。

また、災害時の緊急輸送に重
要な役割を果たす緊急輸送道
路としての機能強化を図りま
す。

H31 4,190 99%

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

・「松阪市都市計画マスタープラ
ン(H20.3)」において、市内の交
通流動の円滑化を担う幹線道
路として位置づけられていま
す。
・「松阪市交通バリアフリー基本
構想」において、重点整備地区
の特定経路に設定されており、
安全な通行環境の確保及び中
心市街地の活性化の観点か
ら、当事業の必要性は高い状況
にあります。
・東日本大震災や熊本地震の
発生により、緊急輸送道路の役
割が再認識されています。

【費用対便益分析】
B/C=1.1

【コスト縮減】
・LED道路照明の導入について
検討を行った結果、従来の水銀
灯やナトリウム灯よりライフサイ
クルコストに優れるLED道路照
明を施工しました。
・現場から発生する残土につい
て、他工事へ流用を行いまし
た。

【代替案】
現在の事業進捗状況から代替
案はありません。

 平成31年度の全
線完成に向け事
業を推進します。

事業継続の妥当
性が認められたこ
とから事業継続を
了承する。

継
続

鉄道と道路が立体交
差する本線アンダーパ
ス部約２９０ｍについて
は、平成２８年３月に供
用を開始し、踏切遮断に
よる慢性的な交通渋滞
が解消されましたが、引
き続き仮設道路の撤去
及び副道の整備を進
め、沿道からの進入を
含めた周辺交通の円滑
化等を図る必要があり
ます。

残る区間については、
歩行者の安全確保のた
め、未整備となっている
歩道の整備を進めるとと
もに、当該歩道に電線
共同溝を整備して電線
を地中化し、無電柱化を
図り、大規模地震発生
時における電柱倒壊に
よる通行遮断等のリスク
を解消することにより、
緊急輸送道路としての
機能強化を図る必要が
あります。
仮設道路の撤去及び副
道の整備については、
平成２８年度末に完了す
る予定です。
また、残る歩道及び電
線共同溝については、
電気事業者や地下埋設
物の道路占用者と調整
を行い、平成３１年度の
完成に向け整備を進め
ていきます。

街
路
事
業
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③

【全体事業概要】
延長 L=820m
幅員 W=16.0m（一般部）

主要構造物 踏切アンダーパス
1基

① 平成27年度末の事
業進捗率は、事業費
ベースで96％（工事
94％、用地99％）と
なっています。

② 平成28年3月に鉄
道立体交差化（アン
ダーパス）工事が終了
し、全体延長820mのう
ち約290mが完成供用
しています。


